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原子力基本法の基本方針に、「我が国の安全保障に資する」 

という表現が加わった。これからどうするか。 

小沼通二* 
  
１ 2012年6月20日の国会で何が決まったのか 
２ 世界平和アピール七人委員会の緊急アピ

ール 
３ 何を意味するか 
４ これに対してどうするか 
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１ 2012 年 6 月 20 日の国会で何が決まった

のか 

 2012 年 6 月 15 日の衆議院に自民・公明・

民主 3 党共同で緊急提案された「原子力規制

委員会設置法案」[1]が 20 日の参議院本会議で、

原案のまま可決され、成立した[2]。施行は   

3 ヵ月以内だという。 

 1 日のうちに、国会が長いこと審議せずに

放置しておいた政府案[3]と自民・公明 2 党案

[4]を取り下げ、3 党案を配布して、提案後数

時間で衆議院を通過させ、その日のうちに参

議院の審議を始めた。そして週末を挟んで 5 日

後に成立させるという異様な早さだった。国

会会期末といっても、大幅延長は見えていた。

しかも国会自体が、「今後の施策または措置に

ついて提言を行う」ことも目的に含めて発足

させた国会東京電力福島原子力発電所事故調

査委員会が間もなく結論を出すことになって

いたのに、それを待つことはなかった[5]。 

 ここでは 3 ヵ所に出てくる「我が国の安全

保障に資する」という表現を取り上げる。 

 

 「原子力規制委員会設置法」の目的が書かれ

ている第一条は、 

「この法律は、・・・原子力規制委員会を設

置し、・・・国民の生命、健康及び財産の保

護、環境の保全並びに我が国の安全保障に

資することを目的とする」 

となっている。途中略した部分は長いのだが、

要するに、この法律で原子力規制委員会を設

置することを決め、委員会の目的が、 

① 国民の生命、健康及び財産の保護 

② 環境の保全 

③ 我が国の安全保障 

の 3 つに資することであるとした。 

 これを受けて、第三条で任務を定めた。 

「原子力規制委員会は、国民の生命、健康

及び財産の保護、環境の保全並びに我が国

の安全保障に資するため、原子力利用にお

ける安全の確保を図ること（原子力に係る

製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業

並びに原子炉に関する規制に関することを

含む。）を任務とする。」 

 この法律には、97 条に及ぶ附則がついてい

て、施行日や、最初の発足のさせ方、経過措

置、整合性を図るためのほかの法律の改正が

決められた。ここでは、その中の第十二条に

注目する。 

 附則第十二条は原子力基本法の一部改正で  
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ある。その中の第一・二条関係を見よう。 

 「第一条中「利用」の下に「（以下「原子

力利用」という。）」を加える。 

 第二条中「原子力の研究、開発及び利用」

を「原子力利用」に改め、同条に次の一項

を加える。 

２ 前項の安全の確保については、確立さ

れた国際的な基準を踏まえ、国民の生命、

健康及び財産の保護、環境の保全並びに我

が国の安全保障に資することを目的として、

行うものとする。」 

 ここで原子力基本法の目的を定めた第一条

の変更は、形式だけである。その結果、原子

力基本法の中で「原子力利用」といえば「原

子力の研究、開発及び利用」を意味すること

になった。基本方針を定めたこれまでの第二

条には実質的変更を加えず、新しく第二項を

加えて次のようにした。 

「第二条 原子力利用は、平和の目的に限

り、安全の確保を旨として、民主的な運営

の下に、自主的にこれを行うものとし、そ

の成果を公開し、進んで国際協力に資する

ものとする。 

 ２ 前項の安全の確保については、確立

された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、

健康及び財産の保護、環境の保全並びに我

が国の安全保障に資することを目的として、

行うものとする」 

 20 日の参議院では、法案に 28 項目の付帯

決議をつけることになった。以下に掲げるそ

の中の一項は、この問題に関するものである。

その中に「本法改正」とあるのは、「本法制定」

と変わるものと思っている。 
 
付帯決議十一（案） 

 本法改正に伴う改正原子力基本法第二条

において、原子力の安全の確保の目的の一

つに我が国の安全保障に資することが規定

されている趣旨について、本法改正により

原子力規制委員会が原子力安全規制、核セ

キュリティ及び核不拡散の保障措置の業務

を一元的に担うとの観点からくわえられた

ものであり、我が国の非核三原則はもとよ

り核不拡散についての原則を覆すものでは

ないということを、国民に対して丁寧に説

明するよう努めること。 
 
 この決定の意味は以下で取り上げる。 

 

２ 世界平和アピール七人委員会の緊急 

   アピール 

 七人委員会の一委員は、1955 年末の制定以

来平和目的に限られてきた原子力基本法の基

本方針に「我が国の安全保障に資すること」

が加えられようとしていることを、6 月 17 日

昼の少し前に、ある友人の指摘によって知っ

た[6]。“国の安全保障に資する”目的という

のは、“日本の防衛に役立たせる”ためという

意味につかわれる言葉である。 

 日本では原子力の研究・開発・利用は、初

めて予算がついた 1954 年から、揺らぐこと

なく一貫して「平和目的に限り」、「公開」の

原則の下で進められてきた。ことの重大さを

感じて調べてみたところ、自公民 3 党が合意

した「原子力規制委員会設置法案」が 6 月 15

日に衆議院に提出され、環境委員会での 2 時

間の審議ののち同日午後の本会議で可決、直

ちに参議院に送られ、この日のうちに参議院

本会議で趣旨説明が行われたことが分かった。

16 日の朝日新聞によれば、265 頁に及ぶこの

法案を、みんなの党の議員が受け取ったのは、

この日の午前 10 時。質問を考える時間も与
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えられなかったという。 

 国会のホームページを見たが、議事録はま

だ公開されていなかった。自民党のホームペ

ージに、自民・公明 2 党法案の骨子と法案要

綱と法案が掲載されているのがみつかった[7]。

「法案骨子」と「法案要綱」には、何も記述

がなかったが、「法案」の附則第十一条が見つ

かった。原子力基本法の一部改正となってい

る。（後でわかったことだが、自民党のホーム

ページにあったのは自公提案だった。この提

案を取り下げて提出された自公民の 3 党提案

では、内容は変わらずに附則第十二条になっ

ていた。） 

 これを見ると、「平和目的に限り」、「公開」

の下ですすめる原子力利用を、我が国の安全

を守るための軍事に役立たせるということに

なるのだが、どう考えてみても論理的に矛盾

していて、意味が分からない。 

 内容の意味が不明なだけでなく、手続きに

も重大な問題がある。「基本法」は憲法と個別

法の間にあって、個別法より優先した位置づ

けがされていることとの関係である。憲法の

もとに憲法と矛盾しない基本法があり、その

もとにこの基本法の枠からはみ出さない個別

法がつくられているはずである。個別法の附

則によって基本法の基本方針を、討議せずに

変更することはゆるされないと思った。 

 たまたま翌 6 月 18 日の午後、世界平和ア

ピール七人委員会の集まりが予定されていた

ので、緊急の追加議題として、直ちに発言し

ないでよいだろうかと討議した。 

 その結果、至急アピールを出すことになり、

出席できなかった委員にも連絡しながら文章

をまとめて、翌 19 日午前 8 時 40 分に、別掲

（付録 B）のアピール[8]「原子力基本法の基

本方針に「安全保障に資する」と加える改正

案の撤回を求める」が完成し、メールとファ

クスによって発表した。この動きに初めて気

が付いてから、45 時間経過していた。 

                         

3 何を意味するか 

「安全保障」とは 

 「我が国の安全保障に資することを目的」に

するということばは、“外国からの侵略、攻撃

に対して、必要な場合、外交努力と軍事力を

用いて日本の国を防衛するために役立たせる

ことを目的”にして何かをするという意味に

使われている。ここではこの目的のために核

を利用するということになる。国の安全保障

の意味は、日米安全保障条約とか、国連の安

全保障理事会、集団安全保障などの言葉を見

れば明らかである。 

 「我が国」と「資する」を除いた「安全保障」

は、「人間の安全保障」[9]や「核の安全保障」

などに応用して使われてきた。これらは「国

の安全保障」ではない。 

 「核の安全保障」は、テロリストによる原子

力施設の安全を守り、核物質の盗難や密輸を

防ぐことを扱っている。これまでに、日本政府

も参加して核の安全保障サミットが、2010 年

4 月 12, 13 日にワシントンにおいて第 1 回、

2012 年 3 月 27, 28 日にソウルにおいて第 2 回

の 2 回開かれた[10]。わずか 3 ヵ月前に開か

れた第 2 回会議のコミュニケを見れば、福島

原子力発電所の事故に関係して核の安全保障

（security）と核の安全性（safety）を明確に

区別して関連を述べている。外務省の仮訳

[11]を見てみよう。 
 
「・・・・・ 

 2011年 3月の福島の事故及び核セキュリ
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ティと原子力安全の連関に留意しつつ，

我々は，安全で安心な原子力の平和的利用

を確保する上で助けとなる一貫した方法で

原子力安全及び核セキュリティの問題に取

り組むため，持続的な努力が必要とされる

ことを考慮する。 

・・・・・ 

核セキュリティ及び原子力安全 

7. 安全対策及びセキュリティ対策は，人命，

健康及び環境の保護という共通した目標を

有していることを認識しつつ，我々は，核

セキュリティ及び原子力安全対策は，原子

力施設において，一貫し，相互補完的な方

法で，設計，実施及び管理されるべきであ

ることを確認する。また，我々は，核セキ

ュリティ及び原子力安全の双方に対処する

形で，緊急事態への効果的な備え，対応及

び緩和能力を維持する必要性を確認する。

これに関連し，我々は，セキュリティと安

全のいずれも阻害されることがないよう，

核セキュリティ及び原子力安全の間の橋渡

しに関する勧告を提示する会議を開催する

との IAEA の取組を歓迎する。また，我々

は，2011 年 9 月 22 日にニューヨークで国

連事務総長が主導して原子力安全及び核セ

キュリティに関するハイレベル会合が開催

されたことを歓迎する。核物質その他放射

性物質のセキュリティが使用済核燃料及び

放射性廃棄物も含むことに留意しつつ，

我々は，各国にこれらの物質を管理する適

切な計画の策定を検討することを奨励す

る。・・・・・」 
 
  ここでもう一度、今回改正された原子力

基本法第二条を読み直していただきたい。核

の安全保障と核の安全確保を、「我が国の安全

保障に資することを目的として、安全の確保

を行う」という目的と手段、施策の関係に位

置付けるのが誤りであり、日本政府も参加し

て最近確認した国際的文書の使い方とも矛盾

しているのである。意味が不明の文章はいろ

いろな解釈ができる。 

 

「我が国の安全保障に資する」はいつどこで

入ってきたか 

 6 月 20 日の決定に至る経過を付録 A につ

けておくので、見て頂くとわかるのだが、こ

の動きは環境省の下に原子力規制庁をつくろ

うという政府案から見ていく必要がある。こ

の法案は、2012 年 1 月 31 日に「原子力の安

全の確保に関する組織及び制度を改革するた

めの環境省設置法等の一部を改正する法律

案」（第一八〇回 閣第一一号）として参議院

に提出された。その第三条が「原子力基本法

の一部改正」である。最初の部分に第二条の

改正案がある。  

第三条 原子力基本法（昭和三十年法律第百

八十六号）の一部を次のように改正する。 

 第一条中「利用」の下に「（以下「原子力

利用」という。）」を加える。  

 第二条中「原子力の研究、開発及び利用」

を「原子力利用」に改め、同条に次の一項

を加える。  

２ 前項の安全の確保については、これに関

する国際的動向を踏まえつつ、原子力利用

に起因する放射線による有害な影響から人

の健康及び環境を保護することを目的とし

て、行うものとする。  

この追加部分の意味は理解できる。 

 これに対して自民党は、独立性の高い原子

力規制委員会を設置する案を考え、公明党と
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ともに、  4 月 20 日に塩崎恭久議員（自民党）

ほか 3 名の議員提案の形で「原子力規制委員

会設置法案」（第一八〇回衆第一〇号）として

衆議院に提出した。その附則第十一条が「原

子力基本法の一部改正」である。その最初は

次のとおりである。 

第十一条 原子力基本法（昭和三十年法律

第百八十六号）の一部を次のように改正す

る。 

 第一条中「利用」の下に「（以下「原子力

利用」という。）」を加える。 

 第二条中「原子力の研究、開発及び利用」

を「原子力利用」に改め、同条に次の一項

を加える。 

２ 前項の安全の確保については、確立さ

れた国際的な基準を踏まえ、国民の生命、

健康及び財産の保護、環境の保全並びに我

が国の安全保障に資することを目的として、

行うものとする。 

「我が国の安全保障に資する」はここで登場

したのだった。 

 2012年5月29日の衆議院本会議において、

政府案と自民公明案の提案趣旨説明が行われ

た[12]。 
 
細野豪志国務大臣 

法律案の内容について、その概要を御説明

申し上げます。・・・ 

第二に原子力基本法の改正についてであり

ます。 

 原子力利用における安全の確保は、国際

的な動向を踏まえつつ、放射線による有害

な影響から人の健康及び環境を保護するこ

とを目的として行うことを原子力利用の基

本方針とすることとしております。 

塩崎恭久議員 

ただいま議題となりました原子力規制委員

会設置法案につきまして、提出者を代表し

て、その提案理由及び概要を説明いたしま

す。・・・ 

 

 細野大臣は原子力基本法第二条に追加する

部分の政府案を説明している。自民公明案の

中には、原子力基本法に「我が国の安全保障

に資することを目的とし」を加えることが入

っているのだが、塩崎議員は一言も触れてい

ない。この説明に対して質疑が行われた。 

         ・・・ 

吉井英勝議員（共産党） 

・・・法案について、三つの角度から質問

します。・・・ 

 今回、自公両党が提案する原子力基本法

改正案で、原子力利用の目的について、「我

が国の安全保障に資する」こととしたのは

なぜですか。提案者にその意図と理由の説

明を求めます。・・・ 

江田康幸議員（公明、提案者の一人） 

 共産党の吉井英勝議員の質問にお答えい

たします。・・・ 

 原子力基本法において、原子力利用の目

的に「我が国の安全保障に資する」ことを

規定した理由について御質問をいただきま

した。原子力利用における安全の確保に関

する規制については、原子炉等規制法に詳

細が定められておりますが、原子炉等規制

法には、原子力施設及び輸送時における核

物質の防護に関する規定が置かれておりま

す。また、核燃料物質等に係る技術は軍事

転用が可能な技術であることから、これを

防止するための保障措置に関する規定も置

かれております。 これらの措置は我が国
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の安全保障にかかわるものであることから、

自公案では、原子炉等規制法及び原子力基

本法において、その究極的な目的として、

「我が国の安全保障に資する」を明記する

としたところでございます。 

 すでに、ソウルの第 2 回核セキュリティサ

ミットのコミュニケなどを見てきた読者には、

この回答が説明になっていないことが明らか

だろう。 

 こう見てくると、問題の部分は 6 月中旬に

なって突然登場したものではなかった。非常

にわかりにくい場所に潜んでいて、政府案も、

自民公明案も審議されないままだったとはい

え、国会のホームページを注意していれば、  

5 月初めには気が付いたはずである。さらに、

5 月 29 日の衆議院本会議の、ここに書いた質

疑は、筆者の見た新聞には書いてなかったが、

「しんぶん赤旗」は取り上げていた[13]。 

 6 月 21 日の東京新聞によれば、自民公明  

2 党案の筆頭提案者である塩崎議員は、この

点について“「核の技術を持っているという安

全保障上の意味はある。」と指摘。「日本を守

るため、原子力の技術を安全保障からも理解

しないといけない。・・・」と話した”。安全

保障の解釈は、賛否は逆であるが、あいまい

さなく筆者と完全に一致している。しかもこ

の発言は原子力基本法の改正が国会を通過し

た 6 月 20 日の談話である。この文言を法案

に入れた筆頭提案者の発言は重い。 

 

6 月 19 日、20 日の参議院環境委員会の審議 

 七人委員会の緊急アピールの内容は、19 日

午後の環境委員会の最初に福島みずほ議員

（社民党）が取り上げ、「我が国の安全保障に

資する」の意味をただした。これに対して、

細野大臣は、議員立法なので提案者に聞いて

ほしい、私たちは safety, security, safeguard 

をまとめた意味と理解していると答弁した。

提案者の一人である衆議院の吉野議員（自民）

は、そのとおり、特に safeguard だと答えた。 

 翌日の環境委員会の最初の質問者は、谷岡

郁子議員（民主党）だった。与（ヨ）党と野

（ヤ）党の間のユ党の立場だとして、3 党の

提案者、吉野議員（自民）、江田議員（公明）、

生方衆議院環境委員長（民主）に同じ質問を

した。さらに内閣法制局の近藤正春部長と細

野担当大臣の見解もただした。近藤部長は、

具体的答弁をさけ、一般論として、 

「法律の解釈というのは、当該法律の規定の

文言ですとか、趣旨、その他の規定の整合性

等に即して、論理的に確定すべき性質のもの

であると考えられます。」と答えた。後の 4 人

の答弁には、前日の福島議員に対する答弁以

上の内容はなかった。 

 第 1 節に引用した付帯決議案もこの趣旨に

沿ったものである。 

 

基本法の性格 

 基本法は、重要な分野について、国の制度、

政策等の基本方針を明示するものである。し

たがって、意味があいまいな表現は、具体的施

策に混乱を持ち込むことにつながる。まして

矛盾を含み、解釈を誤った表現は、速やかに

改定して、整合性を持たせなければならない。 

 しかも、日本国憲法のもとにある基本法に

基づいて個別の法律ができていることを考え

れば、個別法の制定、改定に際して、議論する

ことなく、附則において基本法の基本方針を

変更することは、手続きとしても誤りである。 
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宇宙基本法の場合 

 日本の宇宙の開発及び利用は、1969 年の宇

宙開発事業団法審議の際の衆議院本会議の全

会一致の決議「平和の目的に限り、学術の進

歩、国民生活の向上及び社会の福祉をはかり、

あわせて産業技術の発展に寄与するとともに、

進んで国際協力に資するため」と、参議院科

学技術振興対策特別委員会の全会一致の決議

「平和利用の目的に限りかつ自主・民主・公

開・国際協力の原則のもとにこれを行う」の

もとで、宇宙を「非軍事」の場として利用し

てきた。 

 ところが 2008 年に「第三条 宇宙開発利

用は・・・我が国の安全保障に資するよう行

われなければならない」とする宇宙基本法が

制定された。この時の法案審議の異様さは、

今回とまったく同じである。2007 年に提出さ

れた自民・公明案が一度も審議されることな

く、2008 年 5 月 9 日の衆議院内閣委員会にお

いて理由の説明がないまま撤回され、ただち

に自民・公明・民主の三党案が提出された。

そのまま 2 時間ほどで委員会審議が終了して

可決され、4 日後には衆議院本会議で一切の

審議がないまま採決された。続く参議院の内

閣委員会でも実質 2 時間ほどの審議だけで可

決され、提出から 2 週間で、参議院本会議で

採決・成立という速さだった。そしてこのよ

うに急ぐ理由は何も説明されなかった。 

 世界平和アピール七人委員会は、2007 年

11 月 19 日と、2008 年 8 月 26 日に、宇宙を

軍事の場とする道を拓く第一歩となる内容を

含んでいるという重大な危惧を抱いてアピー

ルを発表した[14]。 

 この時、日本の宇宙開発を進めている宇宙

航空研究開発機構（JAXA）を規定する法律

（宇宙航空研究開発機構法）の第四条には「平

和目的に限り」と明記されていた。成立時の

国会審議においては、これは「非軍事」の意

味と確認された。しかし、2008 年の参議院で

の審議の中で、「非軍事」から「非侵略」と方

針が変更された機会に、提案者は当然見直し

が行なわれると明言したのである。この事実

を七人委員会はアピールの中で具体的な例と

して指摘した。「非軍事」の研究開発機関の存

在自体を許さないという重大発言が、なんら

深められることなく国会で認められている怖

さを感じたのだった。 

 これが、杞憂でなかったことが、今回原子

力規制委員会設置法が成立したのと同じ 6 月

20 日に、同じ参議院本会議において可決され

た「内閣府設置法等の一部を改正する法律案」

[15]によって示された。この法案の一部であ

る「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の

一部改正」によって、「平和の目的に限り」が

削除され「宇宙基本法第二条の宇宙の平和利

用に関する基本理念にのっとり」と変更され

たのである。「我が国の安全保障に資する」こ

とが決まってから、まだ 4 年たっていない。 

 

核武装の可能性 プルトニウム 

 ヒロシマ、ナガサキ、ビキニの被災の経験

を持つ日本で進めてきた原子力の研究、開発、

利用は、初めて予算が付いた 1954 年以来、

平和利用に限り、公開の下で進めるという基

本原則を堅持してきた。 

 1955 年末に超党派で提案し超特急で成立

させた原子力基本法制定に際しても、平和利

用 3 原則が明記された。佐藤内閣時代に決め

た非核 3 原則の中の、核兵器を持たず、作ら

ないことが基本方針であることは、歴代内閣
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によっても確認されてきた。 

 日本政府は、日本国憲法は自衛権を否定し

ていないので、核兵器保有は憲法と矛盾しな

いという立場をとってきた。そのうえで原子

力基本法があるから日本の核武装は法的に禁

止されているとしてきた。原子力基本法が核

武装を不可能にしている事は、いうまでもな

いが、筆者は、日本国憲法の前文と第 9 条も、

偏見を持たずに読めば、核武装の余地は全く

ないと考えている。 

 それでは、原子力基本法だけが日本の核武

装の障害だったのだろうか。そうではない。 

 日本には、核兵器に不可欠の、自由に使え

るウランもプルトニウムも存在しない。 

 日本にある原子力発電所はすべて米国型の

軽水炉であり、濃縮ウランは平和利用に限定

して供給されている。使用済核燃料からのプ

ルトニウムの取り出しも、使用する量だけと

いう条件で認められている。海水には微量の

ウランが含まれているが、日本には、ウラン

鉱山は存在しない。 

 日本の使用済核燃料から、日・仏・英で取

り出した大量のプルトニウムが存在している

のは事実である。日本が保有するプルトニウ

ムから、技術的にはすぐに高性能の核兵器が

作れると考えている人がいるが、そうではな

い。核分裂連鎖反応に役立つプルトニウ    

ム-239 の割合が、運転期間の長さによるが、

55～70％に過ぎず、障害になるプルトニウ 

ム-240 が 20～30%含まれている[16]。核兵器

級プルトニウムはほとんどが-239 であって、

含まれる-240 は 8％以下だから、原子力発電

所の使用済核燃料からとり出したプルトニウ

ムでは高性能の核兵器は作れない。ただし、

米国のネバダの地下核実験場で、原子炉級プ

ルトニウムで原爆を作ったところ、威力は小

さかったが爆発が起きたと発表されているこ

とも無視することはできない[17]。 

 また別の面から見ても、日本のようなエネ

ルギー資源、食料資源などの乏しい国は、国

際協力の下で生きていく以外ない。核不拡散

条約（NPT）から脱退して、経済封鎖に耐え

る力はまったくない。 

 さらに、これまで中国が核武装しても、北

朝鮮が核武装しても、核武装をしなかった最

大の要因は国民の世論の力だった。その中に

は、ヒロシマ、ナガサキ、ビキニの被災の経験

から、世界のどこでも、このような経験を二度

とさせてはいけないという意見が強かったの

だが、米国の核の傘に依存すればよいという

意見があることも否定できない。これについ

ては、次節でもう一度取り上げることにする。 

 

世界の動きに逆行 

 第 2 次世界大戦後、冷戦の中で原子力（核）

を使って国家の安全保障に資すると主張して、

核軍拡が続き、ほぼ 5 年に 1 ヵ国の割合で核

拡散が続けられてきた。これに対して、核兵

器が国の安全に役立つのは幻想だとして、核

兵器廃絶の運動も広がりを見せた。 

 核兵器国の核軍拡は、1986 年の米ソのレイ

キャビク会談を経て、冷戦終結とともに逆向

きに変わり、核兵器の保有量は激減した。 

 核兵器国の核兵器への依存を減らし、核保

有国の増加を防ぎ、核兵器のない世界の実現

を目指そうとの動きは、着実に進んでいる。 

 今回の原子力基本法改正は、核の傘への依

存を続け、経済的・技術的に問題が山積して

いるプルトニウムの備蓄を増やしている日本

に対する海外からの疑惑の目を強めさせるも
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のであり、禍根を残すものだった。 

 実際に韓国では、この動きが大きく報道され

ており、政府は冷静だが、中国、北朝鮮に日本

が続くのなら韓国もという議論まで出ている。 

 

４ これに対してどうするか 

 原子力規制委員会設置法と、原子力基本法

から［我が国の安全保障に資する］の削除を

求める 

 参議院の環境委員会の討議では、軍事利用

は毛頭考えていないということが強調された。

採決に際してつけられた附帯決議では、「我が

国の安全保障」とは、軍事利用を考えたもの

ではなく、「原子力規制委員会が原子力安全規

制、核セキュリティ及び核不拡散の保障措置

の業務を一元的に担う」ことだと主張された。

これを認めれば、 

“「原子力規制委員会が原子力安全規制、核セ

キュリティ及び核不拡散の保障措置の業務を

一元的に担う」ことに役立たせるために「原

子力規制委員会が原子力安全規制、核セキュ

リティ及び核不拡散の保障措置の業務を一元

的に担う」”という内容の規定になる。これは、

日本語としてまったく意味をなさない。それ

に、「業務を行う」ことは目的ではないから、

「我が国の安全保障に資する」という文言を

削除する以外ない。 

 原子力基本法の基本方針には、今回の改正

以前から「原子力利用は、・・・安全の確保を

旨として、・・・これを行う」と書いてあった

のだから、基本法を改正しなくても、原子力

安全規制、核セキュリティ及び核不拡散の保

障措置を支障なく実施することができるので

ある。それでも、この業務を原子力安全規制

委員会が一元的に扱うと強調したいのであれ

ば、個別法の原子力安全規制委員会設置法に、

業務として具体的に書けば十分である。 

 可決翌日の韓国の中央日報日本語版（オン

ライン 6 月 22 日 9 時 29 分）によると、 

法案修正を主導した自民党の塩崎恭久衆議

院議員側はこの日、本紙との通話で「誤解

が生じたとすれば是正する用意がある」と

話した。塩崎議員室関係者は「福島原子力

発電所事故で見るように原子力に関連した

小さい誤りや失敗、進んでテロによって国

家安全が崩れる可能性があるという点で

「安全保障」という表現を使った」と話し

た。「『国家の安全保障に貢献』という部分

を『国民と国家安全を保障する』などの表

現で修正する用意がある」とも話した[18]。 

 この報道が正確だとすると、是正・修正は

やむを得ないと思っているようにもとれるが、

『国民と国家安全を保障する』などと言うわけ

のわからない修正では、何ら解決にならない。 

 次の国会において「我が国の安全保障に資

する」という文言を、原子力基本法と原子力

規制委員会設置法から削除する法改正をして

いただきたい。 

 

核兵器に依存する日本の安全保障を断ち切る

広い世論を形成し、風化させないでいこう 

 原子力基本法の改正を含む法案が、国会の

多数決によって可決成立したのは事実だが、

多数の議員が軍事利用につながる内容だとい

うことを理解して賛否を決めたのではなかっ

たことは、これまで見てきたとおりである。 

 実際には、参議院環境委員会で明らかにな

ったように、当面は従来通り、あるいはこれ

まで以上に「原子力安全規制、核セキュリテ

ィ及び核不拡散の保障措置の業務」が重視さ
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れることになるだろう。だからいいのだと考

えるのでなく、原子力基本法の基本方針から、

あいまいさを除いておかなければならない。

あいまいさを容認すれば、機会を見て防衛省

が公式に研究・開発に加わり、原子力基本法

の平和利用限定と公開の原則が事実において

も骨抜きになるだろう。 

 そのためには、この問題を広く討議し、世

論を強めて、国会議員にも働きかけ、次期国

会に於いて、削除を実現させなければならな

い。 

 核兵器が非人道的大量破壊兵器であること

は、ヒロシマ、ナガサキ以来、明らかだった

のだけれど、核兵器を持たないと考える人た

ちの中に、米国の核の傘に依存することによ

って我が国の安全保障を考えてきた人たちが

いる。歴代の日本政府、特に外務省、防衛省

は、この立場をとってきて、国民はあいまい

のままにしてきた。 

 世界の多数派が核兵器のない世界を目指す

時代になったのだから、核の傘に依存しない

日本をどうするのか、議論を深めていかなけ

ればならない。 

 七人委員会は、発足時から一貫して核兵器

と人類は共存できないという立場を貫いてき

た。そのためには、世界のいかなる国とも、

相互理解を進めなければならず、武力による

紛争解決を求めてはいけない。 

 侵略はいけないが、防衛力強化は必要だと

いう立場がある。しかし、攻撃力と防衛力は、

表裏の関係にある。相互不信、対立の中では、

防衛力の強化が、周辺国の軍備拡大につなが

ってきたことを忘れてはいけない。 

 今回、韓国のマスコミが、日本の軍事化で

はないかととらえて、大きく報道したことを

過剰反応だと考えてはいけない。説明して理

解を求めるのでなく。原子力基本法改正によ

って軍事化への途を断ち切ることこそ進むべ

き道であろう。 

 

変化は起こる 

 世界平和アピール七人委員会の初代委員で

あり、日本で初めてのノーベル賞受賞者であ

った湯川秀樹は、物理学においても、国際政

治においても、予想を超えた変化が起こりう

ることを確信していた[19]。オバマ大統領は、

We shall change.  Yes, we can.と呼びかけ

た。歴史はこの主張を裏付けてきた。 

 変化の兆しを見逃すことなく、とらえるこ

とができるように準備をしておこう。 

 

付録Ａ どのような経過で決まったのか 
 
 2011 年 3 月 11 日の東京電力福島第一原子

力発電所の重大事故の後で、日本の原子力は

政府も地方自治体も電力会社も関係学界もマ

スコミも推進派で固め、一体となって進めて

きた実態が次々に明らかになった。いわゆる

“原子力ムラ”である。これまで、規制組織

は推進体制の中に置かれ、まったく機能して

いなかった。事故の結果、原子力行政組織の

基本的欠陥が国民に見えてしまったのである。 

 そこで政府は、原子力規制庁を環境省の下に

つくることを考えて、2012 年 1 月 31 日に参議

院に、「原子力の安全の確保に関する組織及び

制度を改革するための環境省設置法等の一部

を改正する法律案」を提出した[3]。 

 原子力規制庁設置案にむけての動きを見た

自民党の塩崎恭久議員たちは、2011 年 12 月
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14 日に「原子力規制組織に関するプロジェク

ト・チーム」（座長: 塩崎議員）を設置、2012年

1 月 20 日から 4 月 11 日までに 21 回の審議

を重ね、政務調査会、総務会の了承を得て、

原子力規制委員会をつくるという案をまとめ、

公明党と共同して 2012 年 4 月 20 日に、塩崎

議員ほか 3 名（吉野正芳議員（自民）、柴山昌

彦議員（自民）、江田康幸議員（公明））の議

員提案の形で衆議院に提出した[20]。この段

階で法案の全貌が、先ず塩崎議員のホームペ

ージ[21]、続いて衆議院のホームページ[4]に

公開された。政府と自公両党から提出された

両案は、5 月 28 日までまったく審議されなか

った。政府案は 2 党案とともに衆議院で先議

されることになり、29 日の衆議院本会議で、

これら二つの法案を環境委員会に付託するこ

とが決まった。しかし、与野党間の駆け引き

によって、その後は環境委員会では動きはま

ったく見えなかった。 

 2012 年 1 月 24 日から 6 月 21 日までの第

180回通常国会の会期末が迫った6月14日に、

突如として動きが表面に出た。 

 6 月 15 日 12 時過ぎから 10 分間たらずの

議員運営委員会の議事録[22]が 6月 19日に衆

議院ホームページに発表になった。そこにあ

る佐々木憲昭議員（共産党）の発言と、6 月

20 日午後 3 時 30 分からの参議院本会議のイ

ンターネット中継における水野賢一議員（み

んなの党）の発言によると、14 日午後 7 時に

なって、政府案と自公両党共同提案を取り下

げて、翌日の衆議院本会議に自公提案に民主

党も参加した 3 党提案を、緊急上程すること

が 3 党以外に明らかにされた。ここでは A4

の紙 1 枚の未定稿の要綱だけが配布された。 

 翌 6 月 15 日（金曜日）衆議院で午前 9 時

から 11 時 44 分まで環境委員会が開かれ、こ

こで自公 2 党案が取り下げられ、自公 2 党に

民主党が加わった 3 党の「原子力規制委員会

設置法案の起草」という議題が登場した。自

公案を基礎にして、わずかな手直しを加えた

案である。長さは 265 頁だったという。提案

者 6 名を代表して近藤昭一議員（民主党）か

ら提案説明があった。（ほかの 5 名は、衆議院

の横山北斗（民主）、大谷信盛（民主）、吉野

正芳（自民）、田中和徳（自民）、江田康幸（公

明）の各議員。）討論の中で吉井英勝議員（共

産）が原子力基本法改定について「我が国の

安全保障に資する」としたことは原子力平和

利用 3 原則に抵触すると意見を述べたが、記

録に残すだけで、反論も回答もなし。3 党提

案を環境委員長から、本会議に提案すること

を起立多数で決定。12 時過ぎから 10 分ほど、

すでに述べた議院運営委員会。午後 1 時から

衆議院本会議。ここで 1 月に提出されていた

原子力規制庁設置の政府案を取り下げ。生方

環境委員長から、数分間の報告と提案があっ

て、討論起立多数で衆議院通過。午前から開

かれていた参議院本会議の午後 2 時からの会

議に、衆議院の生方環境委員長が提案趣旨説

明。ここで松田公太議員（みんなの党）が質

問に立ったのだが、その中で 265 頁の議案を

法制局から受け取ったのがこの日の午前  

10 時であり、午前中も本会議があった中で、

どのようにして午後の本本会議で質問せよと

いうのかと抗議。それでも環境委員会に付託

して審議することを決定した。20 日の参議院

本会議での水野賢一議員（みんなの党）の反

対討論によると、参議院の環境委員会で 18 日

（月曜日）から 21 日（木曜日）まで毎日審

議することを、衆議院本会議での採決以前の
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15 日 12 時から開催された参議院環境委員会

理事懇談会の場で決めるというルール違反だ

った。 

 参議院環境委員会は 18 日（月）午前・午

後に 6 時間 40 分ほど。19 日（火）午前・午

後に 6 時間ほど。20 日（水）午前に 3 時間

30 分ほど、他の議題も含めて審議を続けた。

この間の 19 日午前に世界平和アピール七人

委員会の緊急アピールがインターネットの世

界を駆け巡った。19 日午後、すでに第 3 節で

取り上げたとおり最初に登壇した福島みずほ

議員（社民党）と翌 20 日午前の最初に発言

した谷岡郁子議員（民主）が七人委員会の緊

急アピールに沿った質問を行った。市田忠義

議員（共産）も原子力基本法改正は原子力平

和利用 3 原則に抵触すると指摘した。 出席者

の質疑討論ののち、賛否の表明があり、提案

した 3 党以外はすべて反対したが賛成多数で

可決。続いて加藤修一議員（公明党）が付帯

決議案を読み上げ、賛成多数で決議し、松村

祥史環境委員長（自民）から総会に報告する

こととなって審議を終わった。 

 20 日午後の参議院本会議では、環境委員長

から審議結果の報告、水野賢一議員（みんな

の党）が反対討論。押しボタン投票によって

投票総数 234、民主、自民、公明 3 党の賛成

206、その他の政党と無所属の反対 28 によっ

て原案通り成立した。 

（2012 年 7 月 8 日校了） 

 

 

付録Ｂ 

原子力基本法改定前日の世界平和アピール七人委員会の緊急アピール 

WP7 107J 

      原子力基本法の基本方針に 

「安全保障に資する」と加える改正案の撤回を求める 

2012 年 6 月 19 日 
 

世界平和アピール七人委員会 

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 

池田香代子 小沼通二 池内了 辻井喬 
 
 衆議院本会議は、先週の 6 月 15 日に「原子力規制委員会設置法案」を可決した。この法案

は、政府が国会に提出していた「原子力規制庁設置関連法案」に対立して自民・公明両党が提

出していたものであり、この日に政府案が取り下げられて、自民・公明両党に民主党も参加し

た 3 党案として、衆議院に提出され、即日可決され、直ちに参議院に送られて、この日のうち

に趣旨説明が行われたと報じられている。新聞報道によれば、265 ページに及ぶこの法案を、

みんなの党が受け取ったのは、この日の午前 10 時であり、質問を考える時間も与えられなか

ったといわれている。 
 
 世界平和アピール七人委員会は、この法案の中に、説明なく「我が国の安全保障に資する」

という文言が加えられたことについて、ここに緊急アピールを発表する。 



( 15 )                      「科学・社会・人間」121 号（2012.7.） 

 国会議事録はまだ公開されていないが、自民党の資料によれば、「原子力規制委員会設置法案」

の第 1 条には、「この法律は、・・・原子力規制委員会を設置し、・・・国民の生命、健康及び財

産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。」と書かれている。 

 我が国の原子力関連の個別の法律は、すべて日本国憲法のもとにある原子力基本法の枠の中

で作られている。周知のとおり、原子力基本法の基本方針（第 2 条）は「原子力の研究、開発

及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれ

を行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。」となっていて、歴

代政府は、日本国憲法に抵触しない原子力の軍事利用ができないのは、この法律に抵触するか

らだとしてきた。 

 しかし、「我が国の安全保障に資する」という文言は、わが国の独立に脅威が及ばぬように、

軍事を含む手段を講じて安全な状態を保障することに貢献すると読む以外ない。このことに気

が付いたためと思われるが、今回衆議院を通過した「原子力規制委員会設置法案」の附則第 11

条は、原子力基本法の一部改正にあてられている。 

 それによると、原子力基本法の基本方針に、第 2 条 2 を追加し、「2 前項の安全の確保につ

いては、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並

びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする」と改定するというのであ

る。「我が国の安全保障に資することを目的として、安全の確保を行う」という文言は何を意味

するのであろうか。具体的になにを行おうとするのか全く理解できない。 
 
 国内外からのたびかさなる批判に耳を傾けることなく、使用済み核燃料から、採算が取れな

いプルトニウムを大量に製造・保有し、ウラン濃縮技術を保持し、高度なロケット技術を持つ

日本の政治家と官僚の中に、核兵器製造能力を維持することを公然と唱えるものがいること、

核兵器廃絶への世界の潮流に反して、日本政府が米国に対して拡大抑止（核兵器の傘）の維持

を求め続けていることを思い浮かべれば、原子力基本法第２条の基本方針の第１項と第２項の

間に、矛盾を持ち込んで実質的な軍事利用に道を開くという可能性を否定できない。 

 国会決議によって、平和利用に限り、公開・民主・自主の下で進められてきた日本の宇宙研

究・開発・利用が、宇宙基本法の目的に、「わが国の安全保障に資すること」を含めることによ

って、軍事利用の道を開いたことを忘れることもできない。 
 
 さらに、「基本法」は憲法と個別法の間にあって、個別法より優先した位置づけがされている

ことを考えれば、個別法の附則によって基本法の基本方針を、討議せずに変更することはゆる

されない。 
 
 世界平和アピール七人委員会は、原子力基本法と原子力規制委員会設置法に、何らの説明な

く「我が国の安全保障に資する」という表現を含めようとする計画は、国内外から批判を受け、

国益を損ない、禍根を残すものと考え、可決にむけて審議中の参議院において直ちに中止する

ことを求める。 
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